
○美咲町公募型プロポーザル方式（建設工事）実施要綱 

平成２９年１０月５日 

告示第９１号 

（趣旨） 

第１条 美咲町における建設工事（以下「工事」という。）について、最も優れた技

術提案をした者と随意契約を行う方法（以下「公募型プロポーザル方式」という。）

による場合においては、美咲町工事執行規則（平成１７年美咲町規則第１２８号）

及び美咲町財務規則（平成１７年美咲町規則第４３号）によるほか、この告示に定

めるところによる。 

（対象工事） 

第２条 公募型プロポーザル方式（建設工事）の対象となる工事（以下「当該工事」

という。）は、次のいずれかに該当する工事とする。ただし、その内容が公募型プ

ロポーザル方式に適さないものとして美咲町技術評価委員会設置要綱（平成２９年

美咲町訓令第９号）第１条に定める美咲町技術評価委員会（以下「評価委員会」と

いう。）が決定したものを除く。 

（１） 標準的な積算基準によらない工事 

（２） 高度な技術的知識と経験に基づく判断を必要とする工事 

（３） 新たな技術や工法などを採用する、先例が少ない工事 

（４） その他、本方式で執行することが適当であると認められる工事 

（当該工事の参加資格要件） 

第３条 当該工事の参加者に必要とされる資格要件は、公告日から落札者が決定する

日までの間に次に掲げる要件を満たしていなければならない。 

（１） 美咲町建設工事入札参加資格を有していると認められるものであること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない者であること。 

（３） 岡山県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領（平成１３年岡山

県告示第４０４号）及び美咲町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要綱（平

成２４年美咲町訓令第１３号）に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

（４） 岡山県から建設工事等暴力団対策会議運営要領等に係る指名除外を受けて

いないこと。 

（５） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条に基づく営業停止の処分

を受けていないこと。 

（６） 受審した経営事項審査が有効であること。 

（７） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続

開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第

２１条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決

定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（８） 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条の規定による破産手続開始の



申立てがなされていないこと。 

（９） 代表者及び役員が美咲町暴力団排除条例（平成２３年美咲町条例第１３号）

第２条に規定する暴力団員等でないこと。 

（質問） 

第４条 工事に関する質問は、書面によってのみ受け付けるものとし、質問の提出方

法、提出先及び提出期限は入札公告において明らかにするものとする。 

（選定方法） 

第５条 公募型プロポーザル方式において技術提案をすることができる者（以下「提

案者」という。）に対し、公募により各自の技術力を記載した書類（以下「参加表

明書」という。）の提案を求め、評価委員会でこれを審査して選定する。 

２ 前項の規定により選定された提案者に対しては、建設工事に係る技術提案の内容

を記載した書類（以下「技術提案書」という。）の提出を求め、これを審査して提

案者の中から最適な者（以下「特定者」という。）を選定する。 

（参加表明書の公募等） 

第６条 対象工事について参加表明書を公募しようとするときは、入札公告に次の事

項を加えて公告する。 

（１） 工事の概要 

（２） 応募資格に関する事項 

（３） 技術提案書の作成及び提出に関する事項 

（４） その他評価委員会及び事業担当課が必要と認める事項 

２ 入札に参加しようとする者は、参加表明書（様式第１号）、施工実績調書（様式

第２号）、配置予定技術者等調書（様式第３号）その他町長が必要と認める書類を

公告で指定する期限までに、公告で指定する方法により提出しなければならない。 

３ 参加表明書の作成等に要する費用は、作成者の負担とする。 

（参加表明書の審査等） 

第７条 評価委員会が参加表明書の審査を行い、提案者を選定する。 

２ 入札担当者は、提案者に対して、別に定める選定通知書により技術提案書の提出

を要請するものとする。 

３ 入札担当者は、提案者として該当しなかった者（以下「非該当者」という。）に

対して、非該当理由を別に定める非該当通知書により通知する。 

４ 非該当者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して４日（美咲町の休日を定

める条例（平成１７年美咲町条例第２号）第１条に規定する町の休日（以下「休日」

という。）を含まない。）以内に、入札担当課に対して書面（様式自由）により非

該当理由について説明を求めることができるものとする 

５ 入札担当課は、非該当理由についての説明を求められたときは、書面を受理した

日の翌日から起算して６日（休日を含まない。）以内に説明を求めた者に対して、

別に定める回答書により回答するものとする。 

６ 評価委員会は、必要に応じて参加表明書提出者に対してヒアリングを行うものと



する。 

７ 虚偽の記載事項がある場合、参加表明書は無効とする。 

（技術提案書等の提出） 

第８条 提案者は、技術提案書（様式第４号）、資格確認書（様式第５号）、工事に

係わる費用とその内訳（自由様式）、その他町長が必要と認める書類（以下「提案

書等」という）を公告で指定する期限までに、公告で指定する方法により提出しな

ければならない。 

２ 前項の規定により提出された提案書等は、次により取り扱うものとする。 

（１） 提案書等の作成等に要する費用は、提案者の負担とする。 

（２） 提案書等の返却及び公表は行わないものとする。 

（３） 提出された提案書等は、提案者に無断で使用しないものとする。 

（４） 提案書等に虚偽の記載をした場合は、当該提案書等を無効とする。 

（提案書等の審査及び特定） 

第９条 提案書等の審査を、評価委員会が行い、提案者の中から特定者を選定する。 

２ 評価委員会は、原則として提案者に対しヒアリングを行うものとする。 

３ 入札担当課は、前項の規定により選定された特定者に対して特定した旨を別に定

める特定通知書により通知するものとする。 

４ 入札担当課は、特定者以外の者（以下「非特定者」という。）に対して特定しな

かった理由（以下「非特定理由」という。）を別に定める非特定理由通知書により

通知するものとする。 

５ 非特定者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して４日（休日は含まない。）

以内に、入札担当課に対して書面（様式自由）により非特定理由についての説明を

求めることができるものとする。 

６ 入札担当課は、非特定理由についての説明を求められたときは、書面を受理した

日の翌日から起算して６日（休日を含まない。）以内に説明を求めた者に対して、

別に定める回答書により回答するものとする。 

（結果の公表） 

第１０条 町長は、落札者を決定したときは、美咲町のホームページに掲載するとと

もに、美咲町建設工事等公表事務取扱要領（平成１７年美咲町訓令第７０号）に基

づき公表するものとする。 

（契約の締結） 

第１１条 町長は、特定者と当該建設工事の請負契約を随意契約で締結するものとす

る。 

附 則 

この告示は、平成２９年１０月５日から施行し、平成２９年９月１日から適用する。 

附 則（平成３０年１１月２９日告示第１４０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日告示第２２号） 



この告示は、令和４年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

 


